
単価契約仕様書 
                            行財政局総務部庁舎管理課 

（ 担 当 ： 多 田 羅 、 高   0 7 5 -2 22 -30 4 6） 
件   名 市庁舎一般廃棄物（厨芥類）再資源化処理業務 
形状・寸法 契約条件のとおり 
予 定 数 量  ３,８００kg（ただし、増減することがある。） 
契 約 期 間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 契 約 条 件  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 総則 
（１）本業務は、市庁舎（本庁舎、西庁舎、分庁舎及び北庁舎をいう。

以下同じ。）から排出される一般廃棄物（厨芥類）を再資源化する

ことにより、京都市ゼロ・エミッション実践活動の推進に資するこ

とを目的とする。 
（２）受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物

処理法」という。）、労働基準法、労働安全衛生法、京都市契約事務

規則等の関係法令を遵守するとともに、本仕様書に基づき的確に業

務を実施すること。 
（３）本業務において、再資源化する厨芥類は、残飯及び茶殻等とし、

分別されたものとする。    
  

 ２ 処理の基準 
   厨芥類の処理は、次の基準により実施する。 
 （１）排出場所 
    市庁舎（産業廃棄物保管施設） 
    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
 （２）処理方法 

本業務の範囲は、飼料等として再生するための再資源化処理を

行うこととし、処理後物は有価により売却できる性状を有するこ

と。 
 （３）搬入方法 

市庁舎から排出される厨芥類の搬入は、本市が別途契約する収

集運搬業者が行う。 
（４）搬入日時 

ア 搬入日は、別紙のとおりとする。 
イ 搬入時間は、受注者施設の受付時間内とする。 
 なお、何らかの事情等により搬入日を変更する場合は、庁舎  

管理課から事前に連絡する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 契 約 条 件  
 
 
 
 

３ 受注者の条件 

受注者は、廃棄物処理法第７条第６項の許可（ただし、京都府内

の市町村長の許可に限る。）を受けており、その取扱廃棄物に厨芥類

（事業系）が含まれ、かつ、事業内容として飼料化が明記されてい

ること。 

 

４ 資格要件の確認 

受注者は、本業務の契約締結に当たり、上記３の許可証を庁舎管

理課に提出すること。 

 
５ 報告等 
  受注者は、当月分の搬入日ごとの搬入量、処分結果報告書を翌月

１４日までに行財政局総務部庁舎管理課長に提出すること。 
 
６ 委託料の支払 
（１）委託料は、毎月末日をもって当該月の廃棄物（厨芥類）の搬入

量を取りまとめた後、契約単価を乗じて算出し、京都市の指定す

る方法により請求すること。 
（２）前項により契約した金額に円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする。 
 
７ その他 
（１）受注者は、その実施に関し行財政局総務部庁舎管理課長と密接

に連絡を取り合うこと。 
（２）予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都

合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しな

い。 
（３）その他、仕様書に記載なき事項及び疑義を生じたときは、関係

法令に従い、その都度双方が誠意をもって協議し、これを取り決

めるものとする。 
 
 

 
 
 
 



（別紙） 
市庁舎一般廃棄物（厨芥類）搬入日について 

１ 本業務の搬入日は以下の表のとおりとする。 
（１）原則は、週２回（水曜日、金曜日）とするが、祝日等の関係から、変更している

場合があるため、収集日の確認を必ず行うこと。 
（２）搬入施設の事情等により作業日を変更する場合がある。その場合は、庁舎管理課

から事前に連絡する。  
２ 搬入は、受注者施設の受付時間内とする。 
 
 
 


